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高齢者や障がい者等が、地域の中で生活するためには、施設や経路等のハード面の

整備だけではなく、市民一人ひとりが心のバリアを取り除き、高齢者や障がい者を含

めた人々の多様性をお互いに理解し、支え合う「心のバリアフリー」が重要です。 

  市民のだれもが、この「心のバリアフリー」を進める役割を担っており、「周囲から一

声かけてもらえること」や「少し配慮してもらえること」など、日々の生活や災害時にお

いても、お互いに思いやりのある行動が増えることで、高齢者や障がい者等も安心安

全に移動することが可能となります。 

  本市においても、市民一人ひとりが高齢者や障がい者等の立場に立った「心のバリ

アフリー」の意識を醸成していくため、周囲の理解不足や誤解・偏見を無くし「お互い

に思いやる」ことを考え、行動に移せるような取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正しい理解を深めて 「心のバリアフリー」 を推進しましょう 

■障がい者等に関係するマークなどの一例 

出典：内閣府 

おわりに 

～ 市民の皆さんと取り組む 「心のバリアフリー」 ～ 
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出典：内閣府、厚生労働省（マタニティマーク）、静岡県（介護マーク） 

■障がい者等に関係するマークなどの一例 


